
 

松姫トンネルほか６施設で使用する電気の調達に係る仕様書 

 

１ 概要 

（１）対象建物        別紙１のとおり 

（２）供給場所        別紙１のとおり 

（３）業種及び用途      別紙１のとおり 

２ 仕様 

（１）電気供給条件 

  ア 供給電気方式     別紙１のとおり 

  イ 供給電圧       別紙１のとおり 

  ウ 計量電圧       別紙１のとおり 

  エ 標準周波数      別紙１のとおり 

  オ 受電方式       別紙１のとおり 

  カ 蓄熱設備       別紙１のとおり 

  キ 業務用電化厨房設備  別紙１のとおり 

  ク 発電設備 

   ① 非常用発電設備   別紙１のとおり 

   ② 常用発電設備    別紙１のとおり 

  ケ 電力量の検針 

   ① 自動検針装置の有無 別紙１のとおり 

   ② 検針方法      別紙１のとおり 

（２）契約電力、予定使用電力 

  ア 契約電力       別紙１のとおり 

    ただし、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか

大きい価とする。 

    また、供給開始前及び供給開始後において仕様書に示す契約電力又は契約時に

決定した契約電力を超える電力使用が判明した場合は双方で協議の上、変更契約

を締結するものとする。 

 

  イ 予定使用電力量    別紙１のとおり 

    ただし、実際に契約期間中に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回

ることができる。また、その予定使用状況は各電力使用実績（別紙２）のとおり

とする。 

（３）契約期間 

   令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日２４時まで 

（４）需給地点 

   需要場所における甲の施設した断路器電源側端子と乙の地中引込線終端接続部



 

口出線との接続点 

（５）電気工作物の財産分界点 

   需給地点に同じ 

（６）保安上の責任分界点 

   需給地点に同じ 

（７）使用量の計量及び代金の算定期間 

   各月の計量日は、供給者との協議により定めた日とし、計量期間は、前月計量日

の０時から当月計量日の前日の２４時までとする。 

   また、代金の算定は、計量期間中の使用量により算定する。 

（８）特約割引額 

   特約割引額は、供給者が定める供給約款の規定により算定した額とし、双方で作

成する契約書の別紙「契約単価表」で定めるものとする。 

（９）力率、再生可能エネルギー発電促進賦課金 

   基本料金の力率割引又は割増及び再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法に基づく賦課金については、東京電力エナジーパートナー株式会社が定める

標準供給条件によるものとする。 

（10）市場価格調整単価及び時間帯区分 

   電力量料金の市場価格調整単価は、一般社団法人日本卸電力取引所における東京

エリアの３０分ごとのスポット市場取引価格を用いて算定することとする。また、

時間帯区分については、東京電力エナジーパートナー株式会社及び東京電力パワー

グリッド株式会社が定める標準供給条件によるものとする。 

（11）単位及び端数処理 

   料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 

  ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は小数点以

下第１位を四捨五入する。 

  イ 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は小数点以下第１位を四

捨五入する。 

  ウ 力率の単位は、１パーセントとし、その端数は小数点以下第１位を四捨五入す

る。 

  エ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は切り捨て

る。 

（12）その他 

  ア 入札金額の算定にあたっては、力率割引又は割増及び再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。 

  イ 入札金額の算定にあたり、使用する平均市場価格は全日を１２.８７円、昼間 

時間を１３.３１円、夜間時間を１２.２６円、朝時間を１１.１６円、昼時間を 

１１.８６円、晩時間を１５.８２円、夜時間を１２.２６円とし、これを基に市 



 

場価格調整単価を算出するものとする（令和６年１２月１日から令和７年１１ 

月３０日までの一般社団法人日本卸電力取引所における東京エリアの３０分ご 

とのスポット市場取引価格の時間帯別平均）。なお、この平均市場価格は入札 

にあたり、競争条件を一定にするためのものであり、契約期間中、上記の額に 

固定するものではない。  

ウ 代金の支払いは、供給者からの請求により毎月行うこととする。 

  エ 料金の請求は対象施設一括ではなく、各施設に分けて行うこととする（請求書

の送付先は別途指定する。）。 

  オ 乙は、次の項目について請求ごと施設ごとの実績データを整理・保管し、甲の

求めに応じて提出するものとする。 

     ３０分ごとの使用電力量（kWh）、電気料金（円）、力率（％）、 

有効電力量（kWh）、契約電力（kW）、最大電力（kW） 

 

 



【仕様書　別紙１】

蓄熱設備の
有無

蓄熱調整契
約の有無

非常用発電
設備

常用発電設
備

自動検針装
置の有無

検針方法

1
富士・東部建設事務所（松姫ト
ンネル）

大月市七保町瀬戸３０６４ R8.4.1 ～ R9.3.31
トンネル
管理施設

交流３相３
線式

6000 6000 50
１回線受
電

無 無 無 有 無 有 自動検針 41

113,781

2
新環状道路建設事務所（大蔵
経寺山トンネル）

笛吹市春日居町鎮目１７９６ R8.4.1 ～ R9.3.31
トンネル
管理施設

交流３相３
線式

6000 6000 50
１回線受
電

無 無 無
有

（定格出力
250KVA）

無 有 自動検針 110

314,533

3
新環状道路建設事務所（愛宕ト
ンネル東口）

甲府市東光寺町１９５５－１ R8.4.1 ～ R9.3.31
トンネル
管理施設

交流３相３
線式

6000 6000 50
１回線受
電

無 無 無 無
有(太陽光
発電)
49kW

有 自動検針 6

18,720

4
新環状道路建設事務所（新御
坂トンネル（河口））

南都留郡富士河口湖町河口１ R8.4.1 ～ R9.3.31
トンネル
管理施設

交流３相３
線式

6000 6000 50
１回線受
電

無 無 無 無 無 有 自動検針 115

243,943

5
新環状道路建設事務所（新御
坂トンネル（藤野木））

笛吹市御坂町藤野木１８９６－１ R8.4.1 ～ R9.3.31
トンネル
管理施設

交流３相３
線式

6000 6000 50
１回線受
電

無 無 無
有

（定格出力
130KVA）

無 有 自動検針 115

297,840

6
新環状道路建設事務所（万力
八幡トンネル）

山梨市万力３０３２ R8.4.1 ～ R9.3.31
トンネル
管理施設

交流３相３
線式

6000 6000 50
１回線受
電

無 無 無
有

（定格出力
200KVA）

有(太陽光
発電)
10kW

有 自動検針 21

81,480

7
新環状道路建設事務所（新倉
河口湖トンネル）

南都留郡富士河口湖町河口５４０ R8.4.1 ～ R9.3.31
トンネル
管理施設

交流３相３
線式

6000 6000 50
１回線受
電

無 無 無
有

（定格出力
100KVA）

無 有 自動検針 116

189,994
524 1,260,291

電力の検針 契約電力
（kW）

予定使用電力量
（1カ年分）
（kWh）

計量電圧
(V)

標準
周波数
(Hz)

受電方式
蓄熱設備 業務用電化

厨房設備契
約の有無

発電設備供給電圧
(V)

番号 施設名 供給場所
業種及び
用途

電気方式
供給期間



【仕様書　別紙２】

電気使用量・契約電力等実績一覧（令和6年度）

使用量（単位：kWh） 最大電力（単位：kW） 契約電力（単位：kW） 力率（単位：％）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

合計 9,513 8,742 9,076 9,020 9,724 9,337 8,845 9,011 9,362 10,742 10,937 9,472 113,781

朝・平日 1,604 1,189 1,690 1,542 1,778 1,717 1,461 1,594 1,569 1,489 1,918 1,639 19,190

昼・平日 1,016 707 1,061 981 1,600 1,112 909 970 939 853 1,064 937 12,149

晩・平日 1,758 1,354 1,958 1,793 1,148 1,915 1,670 1,865 1,828 1,710 2,173 1,852 21,024

夜・平日 3,014 2,274 3,209 2,897 2,013 3,090 2,755 3,128 3,153 3,160 4,001 3,357 36,051

日曜祝日 2,121 3,218 1,158 1,807 3,185 1,503 2,050 1,454 1,873 3,530 1,781 1,687 25,367

合計 21,566 27,427 28,408 26,955 27,736 27,249 24,772 25,468 26,212 26,752 26,982 25,006 314,533

朝・平日 4,780 5,088 7,372 6,524 6,741 6,836 5,577 5,335 5,671 4,510 5,846 5,440 69,720

昼・平日 2,743 2,861 4,232 3,526 3,644 3,669 2,955 3,008 3,527 2,950 3,786 3,103 40,004

晩・平日 3,724 3,549 5,175 4,845 4,953 4,733 4,132 4,641 4,975 4,172 5,067 4,354 54,320

夜・平日 5,921 5,731 8,353 7,737 7,916 7,578 6,479 7,610 7,753 6,509 8,049 6,721 86,357

日曜祝日 4,397 10,198 3,276 4,323 4,482 4,433 5,629 4,874 4,286 8,611 4,234 5,388 64,131

合計 1,555 1,373 1,443 1,517 1,474 1,637 1,638 1,736 1,634 1,657 1,587 1,469 18,720

朝・平日 21 4 22 53 2 9 20 34 26 17 3 44 255

昼・平日 36 12 15 33 19 56 58 89 51 26 8 32 435

晩・平日 443 298 450 432 437 494 483 498 493 393 491 417 5,329

夜・平日 734 519 748 746 742 811 757 788 799 643 825 719 8,831

日曜祝日 322 540 208 253 274 267 320 327 265 578 260 257 3,871

合計 21,060 21,011 21,835 21,633 22,345 21,718 20,270 19,889 17,897 18,627 19,138 18,520 243,943

朝・平日 5,467 5,194 5,089 5,857 5,805 5,676 5,302 5,355 4,620 4,973 5,072 4,915 63,325

昼・平日 2,700 2,710 2,754 3,087 3,238 3,020 2,782 2,500 2,009 2,088 2,162 2,223 31,273

晩・平日 3,189 2,988 3,099 3,487 3,737 3,315 3,051 3,166 2,568 2,746 2,849 2,741 36,936

夜・平日 5,356 5,051 5,128 5,738 5,939 5,506 5,202 5,632 4,393 4,630 4,731 4,732 62,038

日曜祝日 4,349 5,068 5,765 3,464 3,626 4,201 3,933 3,236 4,307 4,190 4,324 3,909 50,372

合計 29,386 22,766 21,830 20,729 21,274 20,724 20,544 22,853 26,659 30,893 31,526 28,656 297,840

朝・平日 5,081 3,534 4,327 3,843 3,766 3,439 3,393 3,835 4,652 4,717 5,837 5,074 51,498

昼・平日 3,092 2,117 2,690 2,316 2,393 2,427 2,272 2,143 2,641 2,771 3,492 2,982 31,336

晩・平日 5,600 3,235 4,417 4,099 4,372 4,121 4,030 4,626 5,268 5,370 6,341 5,277 56,756

夜・平日 9,450 5,583 7,555 6,966 7,251 6,724 6,740 7,888 8,620 8,994 10,841 9,167 95,779

日曜祝日 6,164 8,297 2,841 3,505 3,492 4,013 4,109 4,361 5,478 9,041 5,015 6,156 62,472

合計 6,807 6,712 7,080 7,194 7,772 7,330 6,687 6,483 6,211 6,614 6,611 5,979 81,480

朝・平日 1,383 1,039 1,368 1,490 1,546 1,447 1,405 1,504 1,408 1,326 1,433 1,211 16,560

昼・平日 941 712 938 1,021 1,118 1,073 962 993 937 861 925 784 11,265

晩・平日 1,206 1,012 1,473 1,584 1,653 1,387 1,153 999 952 874 1,100 1,046 14,439

夜・平日 1,850 1,461 2,085 2,142 2,200 1,983 1,795 1,746 1,702 1,649 1,861 1,673 22,147

日曜祝日 1,426 2,488 1,216 957 1,255 1,440 1,372 1,241 1,212 1,904 1,292 1,265 17,068

合計 15,303 16,207 16,565 17,740 19,762 18,220 14,704 15,458 13,196 14,194 14,738 13,907 189,994

朝・平日 3,969 3,394 4,740 5,054 5,352 4,932 3,792 3,875 3,644 3,160 3,751 3,617 49,280

昼・平日 2,271 1,931 2,735 2,961 3,077 2,989 2,153 2,010 2,130 1,862 2,134 1,942 28,195

晩・平日 2,347 1,873 2,742 3,334 3,550 3,091 2,580 2,064 1,946 1,639 2,042 1,926 29,134

夜・平日 3,420 2,694 3,764 3,913 4,292 3,588 3,298 3,570 3,111 3,331 4,046 3,431 42,458

日曜祝日 3,296 6,315 2,584 2,478 3,491 3,620 2,881 3,939 2,365 4,202 2,765 2,991 40,927

1,260,291

7
新環状道路建設事務所（新倉ト
ンネル）

6
新環状道路建設事務所（万力
八幡トンネル）

5
新環状道路建設事務所（新御
坂トンネル（藤野木））

100 100

4
新環状道路建設事務所（新御
坂トンネル（河口））

100 100 100 100 100 1006 6 100 100 100 1006 6 6 6 6 65 5 6 6 6 65 5 5 6 5 53
新環状道路建設事務所（愛宕ト
ンネル東口）

5 4 5 5

100 100 100 100 100 100100 100 100 100 100 100108 107 107 107 107 107109 110 108 108 108 10894 95 91 84 73 91

96 96

2
新環状道路建設事務所（大蔵
経寺山トンネル）

99 76 97 97 61 107

91 92 95 95 96 9641 41 96 96 95 9421 41 41 41 41 4119 21 21 21 2117 41 16 14 18 18

番号 施設名

1
富士・東部建設事務所（松姫ト
ンネル）

18 15 15 16 19

686576 100100112112112112112112112737711094112110111112 10010010010010010010010010010011211211211511585

10010010010010010010010010010010010011011511511511511511511511511011011510677827974678486919498110

2020202020181617211618181919161617 93939392929390909494949321212121192020

100100100100100100100100100100100100116116116116116116116110112115114116116116115 116116116116116115918683


